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令和元年第１０回ひたちなか市 

教 育 委 員 会 ７ 月 定 例 会 会 議 録 

 

開会 １４：００ 

 

教 育 長   （あいさつ，開会の宣言） 

 

議案第１４号 ひたちなか市いじめ防止基本方針の改定について 

 

指導課長   本案件は，５月１７日の定例教育委員会で提案させていただいたもので，継続審議

となっているものであり，平成２６年３月に策定された「ひたちなか市いじめ防止基

本方針」の一部を改定しようとするものです。再度ご審議をお願いしたいと存じます。 

５月の会議及び前回６月の会議で，ご審議，ご意見をいただきました点を含め，全

体的に文言整理をし，表現内容を再検討致しました。また，この度，調査委員の５名

の方にも資料を送付致しまして，ご覧いただいております。 

それでは，新旧対照表の１ページをご覧ください。下線の部分は，平成２６年度か

らの変更箇所となっております。 

それでは，主な変更点として４点取り上げて，ご説明申し上げます。 

１ページの 1（２）の基本理念に，新たに「いじめは決して許されない」という言葉

を追加いたしました。これは国の方針の中から反映させているものです。 

３ページの，３（４）の③では，いじめの早期発見のために，少なくとも月１回の

定期的なアンケートを実施する事を示しました。これは国の方針によります。月１回

とは，本市独自の取組となります。また，④は，アンケートにおいて，認知件数が少

ないときや，年間を通して認知件数が０であった場合に，「認知漏れ」がないことを

確認するために公表するなどの対応を示しました。こちらも国と県の通知文より，こ

のような表現にしております。 

３ページの（６）のいじめの解消につきまして，少なくとも次の２つの条件が必要

であると共に，その他の事情も勘案して判断するものとしています。条件の①には，

いじめが止んだ状態が，相当の期間続いていることとしました。この相当の期間とは，

少なくとも３か月を目安としています。ただし，状況により，さらに期間を継続する

こともございます。条件の②では，本人や保護者に面談などを行って直接的に確認す

ることとしています。こちらも国の方針を反映しております。 

４ページの５（１）に，重大事態の定義とその判断につきまして記載いたしました。

いじめによる相当の期間の欠席を余儀なくされている場合などは重大事態に該当いた

します。この相当の期間とは，「不登校の定義」を踏まえ，年間３０日を目安として

いますが，３０日という目安にかかわらず，学校や市教委の判断で重大事態として取



 2 

り扱うことも示しました。こちらも国の方針によります。 

なお，今後は，この方針の改定を受けて，市内各学校で「学校いじめ防止基本方針」

の一部を改定してまいります。 

 

【質疑，意見等】 

教育長    前回提案したものから変わったところはありますか。 

指導課長   変更したところはございません。調査委員の方にも送付し提案をお願いしたところ

ですが，特にご意見はありませんでした。 

石川委員   調査委員の方にも入っていただいて十分に検討を重ね，しっかりしたものができた

と思います。これだけのものができましたので，活かせることが大事です。「いじめ

予防」ですので，小中学校に認識・意識していただいて，いじめの抑止力になるよう，

指導課としても指導・助言をお願いします。 

 

＊ 議案第１４号 ひたちなか市いじめ防止基本方針の改定について，は全員一致で承認されまし

た。 

 

 

議案第２３号 ひたちなか市立図書館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定につい

て 

 

中央図書館長  議案第２３号 ひたちなか市立図書館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について，説明させていただきます。資料の２ページからになります。 

 改正理由につきましては，３ページのところになりますが，工業標準化法が改正さ

れたことに伴い，日本工業規格等の用語の変更が行われたため，所要の改正を行おう

とするものです。 

 工業標準化法の改正の内容につきましては，７ページの参考資料をご覧いただきた

いのですが，下段のところで，「２ 工業標準化法の一部改正」とありまして，②で

日本工業規格を日本産業規格とすることとしたとなっております。 

６ページに戻っていただきまして，新旧対照表をご覧いただきたいのですが，別表

第１の備考の２と３の中の日本工業規格とある箇所を，日本産業規格に改めようとす

るものです。 

 この規定は，図書館資料の複写サービスの費用について定めたもので，いわゆるＡ

３判とかＡ４判というような用紙のサイズのことを指しているものでございます。 

 

【質疑，意見等】 

特になし 
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＊ 議案第２３号 ひたちなか市立図書館設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則制定に

ついて，は全員一致で承認されました。 

 

 

議案第２４号 令和２年度小学校において使用する教科用図書，中学校において使用する「特別の

教科 道徳」以外の教科用図書並びに小・中学校特別支援学級（知的障害）において

使用する教科用図書について 

※公開することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれる恐

れがあるため，その他の報告終了後，非公開で審議 

 

 

その他（１）６月定例市議会における教育委員会関係一般質問等について 

 

教育次長   ６月定例市議会の状況について，ご報告いたします。 

６月議会におきましては，一般質問を行いました合計１４名の議員のうち，１１名

から教育関係の質問がございました。これは，野沢教育長が教育長に就任されて初の

議会となった昨年の６月議会の９名を上回る人数でございまして，教育行政に対する

議会の関心も年々高まっていると感じております。大変ボリュームが多くなっており

ますので，概要をご説明させていただきます。 

まず１番の岩本議員からは，教員の働き方改革とＩＣＴ教育について質問がござい

ました。 

教員の働き方改革につきましては，出退勤記録システムや校務支援システムの導入，

学校閉庁や部活動の対応などについてご説明いたしました。 

ＩＣＴ教育については，１３番鈴木道生議員からも同様のご質問があり，答弁の方

も同様に，国の目標を踏まえ，無線ＬＡＮの整備やタブレットの充実などに取り組ん

でいく必要があるということなどをお答えいたしました。 

次に，２番宇田議員からは，不登校の対応や学童クラブについてのご質問があり，

それぞれ基本的な考え方などをご答弁いたしました。 

４番の山形議員のご質問は，高野小学校に向かう当該道路について通学時間帯に車

両を進入禁止にしてほしいという内容でございまして，この路線について教育委員会

でこれまで対応してきた安全対策の内容等を改めてご説明いたしました。なお，この

件につきましては，現在，沿線居住者の同意が整い，警察において，通行規制に向け

た手続きが進められているところです。 

５番の雨澤議員のご質問は，英語指導助手（ＡＥＴ）について，国の「ＪＥＴプロ

グラム」という支援制度を活用してはどうかというご提案でした。市では現在，３年
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間の長期継続契約により，２３名のＡＥＴを，全ての小中学校に配置しております。

国際交流推進の観点から外国青年を招致する「ＪＥＴプログラム」は，経費の一部が

交付税に算定されるなどの優遇措置はございますが，本市の現在の派遣契約によるＡ

ＥＴ配置事業においては，切れ目のない継続的な配置の保証やきめ細かな研修体制等

が確保されており，子供達の英語力向上などに確実につながっていることなどをご説

明いたしました。 

６番の大谷議員の大項目２の質問は，反射炉やいひん閣，また虎塚古墳と十五郎穴

の整備などについてというものでございますが，「観光の推進」の観点からのご質問

であり，文化財行政を担う教育委員会の立場といたしましては，保存や周知などの点

からご答弁を申しあげました。 

また，大項目３の学校の環境衛生については，「ＷＢＧＴ指標」いわゆる「暑さ指

数」の取扱も含めまして，エアコン設置後の運用方針等についてのお尋ねでございま

して，今回この後ご報告いたします「小・中学校エアコン運用指針」の内容などにつ

いてご答弁いたしました。 

次に８番の薄井議員，そして１０番の大内健寿議員は，平磯，阿字ヶ浦在住の議員

さんでございまして，ご覧のとおり統合校関係のご質問がございました。進捗状況や

今後の計画，砂塵対策，通学路の安全，廃校後の利活用などについてご説明いたしま

した。 

９番樋之口議員につきましては，教科書選定についてということで，教科書採択の

しくみや流れについてご説明をいたしました。 

１２番の海野議員からは，「児童虐待防止」についてご質問がございました。総括

的な内容を福祉部から，主に学校の取組について教育長からご答弁いたしました。法

に基づく学校教職員の通告や，児童相談所などとの連携，児童虐待防止マニュアルな

どについて，実態や取組内容等をお答えしたところでございます。 

また，大項目３として，令和３年度に開校予定の中等教育学校について質問があり，

勝田高校の中高一貫教育校開校に向けた県の取組内容についてご説明いたしました。 

１４番の大内聖仁議員のご質問は，小中学校のグラウンドについて，学校開放で地

域の方が利用する際の水はけの悪いところなどを解消すべきではというものでござい

ます。学校施設については，児童生徒の教育環境の整備の観点から，適切に対応して

いくとお答えいたしました。 

６月議会の主な内容につきましては，以上でございます。 

 

【質疑，意見等】 

特になし 
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その他（２）市政懇談会について 

 

教育次長   令和元年度の「市政懇談会」は，６月末から７月上旬にかけての４日間，市内９中

学区のコミュニティごとに開催されました。 

今回は，大谷市長就任後初の市政懇談会でございましたが，冒頭，パワーポイント

を用いて，市長ご自身が，予算や重点施策などを説明する新たなスタイルで行われま

した。教育分野において重点事業として市長から説明がありましたのは，専用教室の

建設や夏休みのお弁当提供などに取り組む学童クラブの事業と，統合校の建設事業で

ございます。そして田彦地区においては，田彦小学校増築の説明もございました。 

今回お示ししております資料は，地区別に，地域から質問のあった項目を掲載した

ものです。このうち，アンダーラインを引いた項目が，教育委員会からお答えしたも

のでございます。 

今回の市政懇談会は，教育委員会関連では，全体として，通学路に関するご質問や

ご意見を多くいただきました。市政懇談会には，日頃から子供達の見守りや，パトロ

ールなどにご協力いただいている自治会関係の方が多く出席されております。全国的

にも通学中の子ども達が被害者となる交通事故が報道されている中，児童生徒の通学

時の状況を熟知している地域の方々から，通学路の具体的な箇所の安全対策などにつ

いてご意見をいただきました。今後，道路管理部門や，交通安全所管部門と連携しな

がら，対応してまいりたいと考えております。 

それでは，通学路関係以外のものについて，ご報告いたします。 

まず一中学区では，保健室登校やいちょう広場に通っているいわゆる「隠れ不登校」

について教えてほしいというご質問があり，教育長から実情などをお答えいたしまし

た。 

佐野中学区において，図書館に行かなくても自宅で本を読むことができるような電

子図書館の機能を導入してはどうかというご提案をいただきました。現在，中央図書

館の建替事業を進めており，ＩＣＴ活用による利便性向上の中で検討していくことを

お答えいたしました。 

平磯地区からは，教育委員会関連では２件の事前質問をいただきました。 

１番の三塚古墳につきましては，平磯中学校周辺の，古墳群のひとつでございます

が，地元住民の憩いの場として公園風に整備をしてほしいというものでした。現在具

体的な整備計画はありませんが，県と地元自治体が締結した連携協定である「ひたち

なか大洗リゾート構想」に古墳群の整備といった項目もございますことから，この構

想の動向を踏まえながら検討していきたいとお答えいたしました。 

１０番の文化教養講座は，本市ゆかりの史跡などを実際に訪れる移動学習として実

施している「文化財講座」についてのご質問でした。毎年定員を上回る応募をいただ

いている事業で，何度応募しても当選できないことから募集方法を見直してはという
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ものでした。職員が引率・説明しながら行政バスを利用して実施しており，募集人員

はバスの定員もあって２６名としているもので，実施回数の見直しや過去の当選者の

申込制限拡大などを検討していくとお答えいたしました。 

また，この平磯中学区と，阿字ヶ浦中学区につきましては，事前質問も含めまして，

統合校に関する複数のご質問がございました。特に阿字ヶ浦中学区からは，通学方法，

統合の意義，統合後の現在の学校の跡地利用など，数多くのご質問やご意見をいただ

きました。統合校を３つの地区の交流の場として地域の人が集える場所にしていって

ほしいといった建設的なご意見もいただいたところでございます。 

このほか阿字ヶ浦地区では，国際社会に対応できる人材を育成するために，市独自

に実践的な小学校の英語教育を行ってほしいといったご意見もございました。 

市政懇談会のご報告は，以上でございます。 

 

【質疑，意見等】 

石田委員   保健室登校について，どのように実態を把握しているのですか。 

指導課長   保健室登校であっても学校に来ておりますので，出席扱いとなります。 

       保健室にいた時間は保健日誌で記録し，各学校で集計しております。また，保健室

と各学年で情報を共有し，どのような指導が必要か，話し合いをもって対応しており

ます。 

教育長    養護教諭が来室何人，誰が何時間目から何時間目までいたかを記録しています。 

 

 

その他（３）令和元年度市職員（調理員）採用試験について 

 

総務課長   令和元年度 市職員（調理員）採用試験について，説明いたします。 

 １の採用予定人員及び受験資格ですが，採用予定人員については退職者補充として

３名，平磯・磯崎・阿字ヶ浦地区統合校の対応職員として１名の合計４名程度を採用

予定人員といたします。 

受験資格は，記載のとおり昭和４５年４月２日（令和２年４月１日時点で５０歳未

満）から昭和６０年４月１日（同じく令和２年４月１日時点で３５歳以上）までに生

まれた人で，（１）調理師の免許を取得，若しくは令和２年３月３１日までに取得見

込みの人，かつ（２）令和２年４月１日現在，小・中学校など記載のいずれかの施設

で３年以上調理業務の経験のある者（見込みも含む）といたします。 

 次に２の第 1次試験の日時及び試験会場につきましては，９月２２日の日曜日に記

載の時間とし，ひたちなか市教育研究所の３階研修室で行います。 

 ３の第 1次試験の内容については，専門教養試験，SPI３能力検査と性格検査としま

す。 
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 ４の試験案内・申込書配布場所は，７月２５日（木）から市教育委員会事務局総務

課及び那珂湊支所で配布するとともに，市ホームページよりダウンロードできるよう

にいたします。 

 最後に５の受付期間等ですが，受付期間は８月１日（木）から８月１６日（金）で，

受付方法は教育委員会事務局総務課に直接持参か郵送といたします。 

 以上で説明は終わります。 

 

【質疑，意見等】 

石田委員   年齢が３５歳からと，やや高めだと思うのですが，なぜでしょうか。 

総務課長   多くの嘱託の職員が在籍しておますので，若すぎては組織的に現場を管理できない

ということもあり，少し高めに設定しております。 

 

 

その他（４）小中学校空調機稼働予定について 

 

施設整備課長 小中学校空調機稼働予定，空調機設置工事の進捗状況について報告させていただき

ます。 

小学校は，すでに全室エアコン設置済みの磯崎小学校を除く１９校，中学校は全９

校，普通教室と特別教室のエアコン設置を進めているところでございます。 

このうち，すでに小学校の３校において稼働が始まっております。勝倉小学校，那

珂湊第三小学校，平磯小学校は，夏休み前に稼働しております。その他については資

料のとおりです。遅くとも２学期の始まりには稼働予定となっております。全工事と

も工期は８月３０日までとなっております。 

しかし，勝田第一中学校と勝田第三中学校につきましては，電気室内の分電盤，オ

ーダー品のため発注して初めて納期が確認されるものでありますが，こちらの納期が

９月上旬となっている都合上，稼働時期が９月中旬を見込んでいるところでございま

す。 

エアコン本体につきましては汎用品でございましたので，全台数を確保しておりま

す。 

報告は以上です。 

 

【質疑，意見等】 

特になし 

 

 

その他（５）小中学校エアコン運用指針について 
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学務課長   小中学校エアコン運用指針について，ご説明します。 

エアコンは，これまで小学校１校と各学校の職員室についておりましたが，使い方

については，学校にお任せしていたところです。本年度，７００を超える教室につけ

るということで，低学年から高学年まで，空調の使い方によっては体調に影響します。

また電気代も相当な使用料が見込まれ省エネの観点も必要になるということで，統一

的な運用指針を６月に作成して各学校に配布しております。 

資料１ページの３段落目に記載がありますが，エアコンを適切かつ有効に使用して

いただくとともに，児童生徒・教職員それぞれが，省エネルギーへの配慮等に対する

意識をより一層高め，創意工夫した取り組みを推進してもらうということで作ったも

のでございます。 

２ページ目からが具体的な内容でございます。 

まず，２ページ目，夏季について記してございます。厳密にエアコンの設定温度を

何度とするなど，考え方は色々あると思いますが，２９校でそれぞれ条件が違ってお

ります。また，今回設置するエアコンのメーカーも複数あります。そういったことか

ら厳密に規定するのではなく「目安」という形で示しております。 

まず，夏季の稼働期間は６月から９月です。（２）として使用の目安，温度設定と

ありますが，基本となっているのは文部科学省で定めております「学校環境衛生管理

基準」で昨年４月に改正されたものでございます。この中に「教室の温度の基準は１

７度以上，２８度以下が望ましい」ということで定められております。これを基にし

て，この運用指針を作っております。そうしたことから夏季については部屋の温度の

目安として２８度以下になるようにとしております。その下に①から④まで具体的に

配慮する点を示し，①では温湿度計，熱中症計や環境省情報サイトを活用し，児童生

徒の体調に配慮して使用してくださいということを謳っております。 

３ページの一番上に「暑さ指数」を示しております。本日「暑さ指数計」，昨年，

全小中学校，幼稚園に配ったものを持ってきておりますが，これで温度，湿度，風速，

輻射，こういったものを測って出すのが「暑さ指数」で，それぞれの温度で「注意し

てください」などの指針が示されています。これについては改めて注意を喚起してお

ります。 

次に（３）稼働時間ですが，基本的には授業時間内，管理諸室，職員室などは勤務

時間内としております。 

（４）換気について，エアコンには換気機能がついておりませんので，適宜，換気

に努めていただくように記載しております。 

４ページ目が冬季になります。稼働期間は１２月から３月まで，温度，室温の目安

として１７度以上としております。稼働時間については夏季と同様です。 

５ページ目，換気について，特に冬は，夏季よりも換気が必要ということで，あわ

せて感染症の注意喚起もしたところです。 
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最後にその他として，操作については，児童生徒が勝手に操作していると大変です。

また，寒すぎたり暑すぎたりということも出てまいりますので，必ず先生にやってい

ただくことにしております。それから退勤時の切り忘れの確認もお願いしているとこ

ろでございます。その他の最後のところ，くどいようですけれども体感温度には個人

差があるので，児童生徒の体調変化に十分注意することを記載しております。 

 

【質疑，意見等】 

特になし 

 

 

議案第２４号 令和２年度小学校において使用する教科用図書，中学校において使用する「特別の

教科 道徳」以外の教科用図書並びに小・中学校特別支援学級（知的障害）において

使用する教科用図書について 

 

教育長    議案第２４号「令和２年度小学校において使用する教科用図書，中学校において使

用する「特別の教科 道徳」以外の教科用図書並びに小・中学校特別支援学級（知的

障害）において使用する教科用図書について」は，公開することにより率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が損なわれる恐れがあるため非公開にしたいと思いま

す。 

非公開とするときは，討論を行わないでその可否を決定しなければならないとされ

ていますので，この案件を非公開とすることに賛成の方の挙手をお願いします。 

         （委員全員が挙手） 

教育長    賛成の方が出席委員の２／３を超えましたので，非公開とします。 

 

（令和２年度教科用図書について内容説明，審議） 

 

＊ 議案第２４号 令和２年度小学校において使用する教科用図書，中学校において使用する「特

別の教科 道徳」以外の教科用図書並びに小・中学校特別支援学級（知的障害）において使用す

る教科用図書について，全員一致で承認されました。 

 

 

教 育 長    （閉会の宣言） 

 

閉会 １７：００ 


